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１．はじめに

内部統制・リスクマネジメントに関して、2006年5月には会社法

が施行され、同年6月には金融商品取引法が成立するなど、内部統

制・リスクマネジメントの高度化への要請は一層の高まりを見せて

いる。さらに2007年2月には、企業会計審議会より、「財務報告に係

る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の

評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」が公表

され、財務報告に係る内部統制に関して、経営者による評価と外部

監査人による監査に向けて、具体的な指針が出され、わが国のすべ

ての上場企業の新たな挑戦が始まろうとしている。一方、米国市場

に公開しているわが国企業は、2002年に制定された米国SOX法404

条が、2006年7月15日以降終了事業年度から適用されることから、

現在適用初年度の追い込みに入っている状況である。わが国企業は、

内部統制およびリスクマネジメントに係るこれらのさまざまな要請

に対して個々に対応するのではなく、企業価値向上に資するために、

企業戦略を推進する中で、統合的あるいは整合性の取れた形で積極

的に取り組む必要がある。

２．内部統制およびリスクマネジメントが重視される背景

経済社会や資本市場のグローバル化に伴い、投資家への開示内容

の充実や、企業経営ならびに決算内容の説明責任を求める声が高ま

る中で、わが国も含め、諸外国においても、企業決算や上場制度を

揺るがすさまざまな不祥事が続発している。さらに事業の方向性決

定や投資判断に伴うリスクの大きさ、その発生確率、リスクに対す

るリターンの大きさ等に対する説明責任を経営者に求める動きは、

世界的な流れとなってきている。こうした背景の下で、企業の社会
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的責任、コーポレートガバナンスの確立の必要

性あるいは統合的リスクマネジメントや全社的

内部統制の必要性が提唱されている。企業経営

者は、業務の有効性を確保し、コンプライアン

スを徹底しながら、適正な決算を通じ、企業経

営における不確実性というリスクへの対応を図

ることによって、持続的な企業価値の向上と同

時に社会的責任を果たす必要性に迫られてきて

いる。

わが国においても、会社法あるいは金融商品

取引法の成立を受けて、内部統制やリスクマネ

ジメントへの関心が非常に高まってきている。

さらに企業のさまざまな不祥事を受けて、経済

産業省、日本経済団体連合会などが、日本企業

のガバナンスのあり方、リスク管理、企業倫理

についての要請やガイダンスを公表している。

各企業は、これらコンプライアンスからの要請

に対応すべく、速やかに内部統制・リスクマネ

ジメント体制を見直していく必要がある。その

中で財務報告目的の内部統制、すなわち、情報

開示や財務報告に係る内部統制については、証

券取引所や金融商品取引法に基づくさまざまな

要請に的確に対応

していく必要があ

る。

リスクマネジメ

ントとは、企業の

戦略を遂行するう

えで不可避なリス

クを管理すること

である。リスクを

受け入れるのであ

れば、そのリスク

の質・量に応じた

コントロールを行

わなければならない。このコントロールこそが

内部統制ということである。つまりリスクマネ

ジメントと内部統制は一体として機能するマネ

ジメントシステムであると言える。

３．リスクマネジメント能力

の組織的向上を図る

経営者が求めるリスクマネジメントを実現す

るには、企業の実態に応じた内部統制の構築、

リスクマネジメント能力（RMC: Risk Management

Capability）の発展段階に応じた取り組みが必要と

なる。

RMCの発展段階とは、Capability Maturity

Model（CMM：カーネギーメロン大学が開発

したモデル）をリスクマネジメントに応用した

能力成熟度モデルで、レベル1の初期段階から

レベル5の最適化段階まである。初期段階は、

英雄的要素に依存した状態である。制度的な能

力が欠如した状態であるため、その人が去って

しまうと、匠
たくみ

の世界が伝わらないままに、その

能力が会社、組織から消滅することになる。こ

の状態から、個人の能力に依存しつつも連続・

図1 リスクマネジメント能力の発展段階
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反復が可能となるのがレベル2、方針、プロセ

スなどのルールが定義化・制度化されたレベル

3、リスクが数値により測定され、全社で包括

的に管理されるレベル4を経て、最後にリスク

マネジメントが競争優位の源泉となる最適化レ

ベル5までもっていくことが求められる。リス

クの内容によっては求められる能力も異なって

くる。例えば食品会社であれば、食品の安全管

理は、最適化レベルまでもっていく必要があろ

う。図1は、RMCの特徴と属性を表したもので

ある。

金融商品取引法が要請する内部統制は、財務

報告の虚偽記載のリスクの発生を防止すること

を目的としている。RMCの観点からすると、

財務報告の内部統制で求められるレベルは、レ

ベル3の定義・制度化レベルであると考えられ

る。定義・制度化レベルとは、作成したルール、

標準化されたプロセスを組織が遵守し、それを

適正に運用している状態ということである。た

だ何らかのルール、マニュアルが作成されれば

それでよいということではなく、作られたもの

が組織の中でしっかりと運用されているという

こと、そして運用状況が有効であることが、モ

ニターされ、確認されている状態でということ

なのである。定義・制度化レベルは決してやさ

しいレベルではない。まずは、このレベル3を

確立すべく企業はその組織的能力を高めていく

必要がある。

図2は、内部統制について、現在の状況と3年後

に目標とする状況を示している。現状では、約

半数の会社が「主要な業務において基本的な規

定やプロセスが整備され、定型的な業務が確実

に実施できる」という、RMCのレベルでは、

レベル2の反復可能な状況であると回答してい

る。「グループ全体で内部統制が標準化され、

リスクとコントロールの定期的な評価と改善が

実施されている（管理可能）」あるいは「グル

ープ全体でベストプラクティスが認識・共有さ

れ、組織的に継続的な改善のためのアクション

とモニタリングが実施されている（最適化）」

と回答した企業は、合計でも20%程度となって

いる。一方、3年後の状況については、60%を

超える企業が、レベル4の管理可能な状態とな

ることをめざしており、最適化をめざす企業も

28%となっている。内部統制強化への並々なら

ぬ決意が伝わってくるが、問題はどのようにし

てそのような状態へ効率的に体制を持っていく

かである。

４．内部統制に関する課題と

今後の取り組み

それでは、内部統制について日本

企業が目標とする状況を実現するた

めには、どのような取り組みが必要

なのであろうか。

金融庁の財務報告に係る内部統制

の評価で求められる内部統制の文書

化や評価は、CMMのレベルとして

は、既述のとおり、レベル3の定義・

制度化である。一方、日本企業がめ

図2 内部統制の状況

現在の状況 

３年後 
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（出所）CFO FORUM 19号（2006年12月10日発行） 
　　  「財務マネジメント・サーベイ」 
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ざしているのは、「グループ全体で内部統制が

標準化され、リスクとコントロールの定期的な

評価と改善が実施されている状態（レベル4の

管理可能）」である。

これから内部統制の評価に取り組む日本企業

は、まず、全社的な内部統制の分析が必要であ

り、その状況を把握し、リスク評価を行う必要

がある。重要なリスクに対する現状の内部統制

を評価することにより、それまで認識されてい

なかった内部統制の課題や非効率な業務の仕組

みが明らかになってくる。さまざまな要請によ

って求められる内部統制を構築しながら、より

効率的で効果的な内部統制をめざして改善に取

り組むことにより、初めてレベル3の定義化の

状態を達成することができるのである。

さらに定義化の状態を達成した後に、内部統

制の一層の効率化を図るための取り組みとして

は、以下のような取り組みが有効と考えられる。

・業務プロセスや内部統制の自動化・標準化

・発見的コントロールから予防的コントロー

ルへの移行

・人的コントロールからシステム的コントロー

ルへの移行

・内部統制の効率化指標の設定

５．おわりに

自己責任の原則とよく言われる。企業が自ら

を自らの手で守り、持続的に成功を収め発展し

ていくためには、その時代を反映する、あるい

は将来を見通すために、定期的に不確実性とい

うリスクの見直しを行う必要がある。そのうえ

で受け入れると意思決定したリスクに対して、的

確に内部統制を見直していく以外に生き残る道は

ない時代となってきている。全社的リスクマネジ

メントと内部統制は、企業によって取り組み方が

異なり、さまざまな手法からなる“best-of-breed

（最善の組み合わせ）”アプローチである。世界

的に見て、この点で最も先行しているのは、市

場リスクと信用リスクの全社横断的管理に傾注

してきた能力を下地に持つ金融機関と言われて

いる。しかし、そうした金融機関でさえ、オペ

レーション上のリスクに全社横断的に取り組む

には、まだ長い道のりを歩まねばならないであ

ろう。わが国では、現在、金融機関のみならず、

総合商社、グローバルに展開する製造業、エネ

ルギーなどの社会的インフラ関連企業などの一

部の企業において、全社的なリスクマネジメン

トへの取り組みが始まっている。しかしながら、

最適化をめざすRMCの一層の向上、効率的な

モニタリングの仕組みづくりなど、よりコスト

効果の高い取り組みを、さらに積極的に推進す

る必要があるのではないだろうか。

現状のリスクマネジメント体制、内部統制を

フレームワークで整理してみると、リスクに対

してコントロールが過剰な部分、あるいは不十

分な部分が見えてくる。米国SOX法に対応した

米国企業でも、過剰な対応を縮小したり、グルー

プ全体でプロセスやシステムを統合し、より業

務効率が上がった事例も多く報告されている。

金融庁の内部統制報告制度では、コスト効果へ

の懸念から、コスト高を招いた米国での取り組

みにおける教訓も踏まえながら、さまざまな工

夫がなされている。今後、全社的リスクマネジ

メントと内部統制の高度化をめざす日本企業と

しては、まず、財務報告に係る内部統制への取

り組みを積極的に推進し、リスク・コントロー

ルへの組織的な共通言語を醸成し、企業価値を

高めるための基盤づくりへの絶好の機会として

活用することが望まれる。

（顔写真撮影：木村真也）
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